
 

 

大東市市有財産（公有財産）利活用基本方針 【概要版】 

 

１．目的 

今後、大東市がまちとしての機能を維持し、発展していくためには、人口増加につなが

る様々な施策に取り組むとともに、限られた財源や市有財産（公有財産）をいかに有効か

つ効果的に利活用できるかが重要です。よって、ここでは市有財産（公有財産）の利活用

により最大の効果・効用を得るための取得、管理、処分に関する基本方針を定めます。 

 

２．市有財産（公有財産）の分類について 

 

 

 

 

 

 

 

３．市有財産（公有財産）の現状と課題 

 

 

 

４．市有財産（公有財産）の取扱い方針について 

 

 〔市有財産（公有財産）の重点政策方針〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．取得、管理、処分の具体的な方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～財産分類と活用方法～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．貸付や処分の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．市有財産（公有財産）の利活用における市の責務 

市有財産（公有財産）について基本方針を徹底して遵守し、利活用することを前提に、

新たな価値を創造していく。 


